
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

① （看補）第1803号 ⑪ (歯ＣＡＤ）第３２７号

② （機能強化） 第234号 ⑫ (補菅）第３５１３号

③ （がん指）第３８８号 ⑬ (歯初診）第2884号

④ （ハイ妊娠）第２１号 ⑭ （Ｃ・Ｍ）第４５５号

⑤ (婦特菅）第３０号 ⑮ （麻管Ⅰ）第４０号

⑥ (一妊管）第52号 ⑯ （支援病２）第17号

⑦ 生殖補助医療管理料1 (生補菅1）第19号 ⑰ 在宅がん医療総合診療料 （在総）第４７２号

⑧ （脳Ⅲ）第１２３号

⑨ （運Ⅱ）第561号

⑩ （呼Ⅰ）第１０２号 ⑲

⑳ （HPV）第307号

Ⅳ

看護職員１人当たりの受け持ち数

薬丸病院では以下の施設基準を実施しています。

一般病棟入院基本料　地域一般入院基本料2　

（一般入院）第１２６３号

当病棟では、１日17人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・午前９時～午後５時迄；４人以内　　午後５時～翌午前９時迄；12人以内

入院時食事療養(Ⅰ」及び入院時生活療養(Ⅰ）　　(第７９８号）

①入院時標準負担額は一食４６０円です。
②毎日、予め患者様に提示した複数のメニューから好みの食事の選択が出来ます。
（Ａ食又はＢ食）選択メニューについては、患者様の自己負担がありません。
③ 適時適温の食事を提供します。

その他の届出事項

看護補助加算　一般入院看護補助換算2 ＣＡＤ/ＣＡＭ冠

機能強化加算 クラウン・ブリッジ維持管理料

がん治療連携指導料 歯科点数表の初診料注1に規定する施設基準

ハイリスク妊娠管理加算　　　　　 CT撮影及びMRI撮影

婦人科特定疾患治療管理料 麻酔管理料(Ⅰ)

脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅲ）

運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）
⑱ （在医総管）第６２３号

在宅時医学総合管理料及び
特定施設入居時等医学総合管理料

となり入院基本料の15％は特定療養費として患者様の負担となります。

180日超入院について

当院では　ご入院期間180日間を超えた日より、以下の金額が患者様の負担になります

地域一般入院基本料2　・・・・・・・・・・1日につき1903円（税込）

一般不妊治療管理料 在宅療養支援病院

入院基本料の15％が病院に支払われません。　１８０日を超えた日からの入院が選定療養の対象

呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者様の状態によっては健康保険からの

HPV核酸検出及びHPV核酸検出（簡易
ジェノタイプ判定）


